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平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ６ 日

文 化 庁

文化施設及び文化財の復旧支援等について

１ 被害状況等について

１．文化施設の被害状況

被害件数：１６９施設（１都１３県）（平成２３年４月２６日１６：００現在）

≪主な被害状況≫

●ホール天井の落下・破損

●舞台設備の破損

●壁、ガラスの破損

●給排水管等の破損 等

２．公演中止・延期等について（平成２３年４月７日現在）

公演中止・延期等の件数（予定を含む）：１６５本・３４５公演

３．国指定等文化財の被害状況

被害件数：５２９件（１都１道１８県）（平成２３年５月６日７：００現在）

【内訳】

国宝 重要 特別 史跡 特別 名勝 天然 重要伝統的 重要有 その他 小計

文化財 史跡 名勝 記念物 建築物群 形民俗 (登録

保存地区 文化財 文化財等)

5 144 5 79 4 15 16 7 3 260 538

※重複指定があるため、合計は一致しない。

≪被害を受けた主な文化財（カッコ内は主な被害状況）≫

●国宝：瑞巌寺庫裏及び廊下（宮城県）（漆喰壁に一部崩落・亀裂）
ずいがん じ

●国宝：瑞巌寺本堂（元方丈）（宮城県）（彫刻に軽微破損、一部の柱にずれ）

●国宝：大崎八幡宮（宮城県）（板壁・漆塗装・彫刻に破損）

●国宝：阿弥陀堂（福島県）（扉まわりに軽微な破損）

●国宝：清白寺仏殿(山梨県)（内部の欄間の破損等）
せ い は く じ

●特別名勝：松島（宮城県）（各所で地震及び津波による甚大な被害）

●特別史跡：多 賀 城 跡 附 寺 跡（宮城県）（整備した正殿基壇の舗装の亀裂の増大等）
たがじようあとつけたりてらあと

●特別名勝：六義園（東京都）（ツツジ茶屋柱ずれ等）
り く ぎ

●特別史跡・重要文化財：旧弘道館（茨城県）（学生警鐘の全壊、弘道館の壁漆喰の

落下等）

●特別名勝・特別史跡：旧浜離宮庭園（東京都）（芳梅亭屋根へこみ、給水管破裂、
ほうばい

灯篭倒壊）

●特別名勝・特別史跡：小石川後楽園（東京都）（涵徳亭入り口階段ひび割れ等）
かんとく

●特別史跡：江戸城跡（東京都）（石垣等崩落）

参考資料２
古墳壁画の保存活用に関する検討会（第５回）
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２ 復旧支援について

１．文化施設の復旧

文化施設の復旧のため、第一次補正予算において「公立社会教育施設災害復旧費補

助金」（約８７億円）を計上。

２．文化財被害への対応

（１）文化財調査官の派遣

各教育委員会から要請があった場合に、順次、文化庁の職員を派遣することとして

いる。その際、被害のあった文化財建造物の応急措置など、緊急性の高いものから対

応しているところである。

調査件数：１３５件（９県）（平成２３年５月６日現在）

【内訳】

国宝 重要 特別 史跡 特別 名勝 天然 重要伝統的 重要有 その他 小計

文化財 史跡 名勝 記念物 建築物群 形民俗 (登録

保存地区 文化財 文化財等)

2 30 1 11 1 5 1 3 1 83 138

※重複指定があるため、合計は一致しない。

（参考）香取市佐原伝統的建造物群保存地区（千葉県）における現地調査

（平成２３年４月１２日）

多数の家屋で壁等の亀裂・剥落、瓦の落下などの被害。液状化による護岸の崩壊。
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（２）文化財レスキュー事業

東日本大震災によって被災した文化財等を緊急に保全するとともに、損壊建物の撤

去等に伴う貴重な文化財の廃棄・散逸を防止するため、独立行政法人国立文化財機構

東京文化財研究所を事務局とし「被災文化財等救援委員会」を組織し、国立文化財機

構、文化財・美術関係団体及び各県教育委員会が協力し、緊急に保全措置を必要とす

る文化財等の救出、応急措置、博物館等における一時保管を行う「文化財レスキュー

事業」を開始した。

なお、石巻文化センター（宮城県石巻市）におけるレスキュー活動についての新聞

記事は、別紙１参照。

（参考）

石巻文化センター（宮城県石巻市）収蔵庫内の様子（平成２３年４月６日～７日）

歌津魚竜館（宮城県南三陸町）施設内部の様子と展示されていた魚竜化石の大型標本

（平成２３年４月１２日～１４日）

（３）文化財ドクター派遣事業

東日本大震災によって被災した文化財である建造物を保護するため、文化庁と社団

法人日本建築学会が連携協力し、現地に調査員（文化財ドクター）を派遣し、建造物

の被災状況を調査するとともに、応急措置及び復旧に向けての技術支援等を行う「文

化財ドクター派遣事業」を開始した。
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３．関係団体からの要請

●全国伝統的建造物群保存地区協議会が、文部科学大臣及び文化庁長官に対して、災

害復旧事業に係る国庫補助等について要望書を提出。（４月５日）

●（社）全国国宝重要文化財所有者連盟が、文部科学大臣及び文化庁長官に対して、

災害復旧事業に係る国庫補助等について要望書を提出。（４月５日）

●全国史跡整備市町村協議会が、文部科学大臣及び文化庁長官に対して、災害復旧事

業に係る国庫補助等について要望書を提出。（４月１９日）

４．滅失、毀損の場合の届出義務等の期間延長について

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」

（平成８年法律第８５号）及び「平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害につい

ての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」（平成２３年

政令１９号）により、履行期限のある義務について、東日本大震災により本来の履行

期限までに履行されなかった場合においても、平成２３年６月３０日までに履行され

た場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととされた。これを踏まえ、そ

の対象となる文化財保護法上の義務（重要文化財等の滅失・毀損等に係る届出義務な

ど）等について、各都道府県教育委員会に通知した。（４月８日付け文化財部長通知）

５．埋蔵文化財調査の弾力的な運用等について

東日本大震災に伴う復旧工事に係る埋蔵文化財に関する文化財保護法の規定の適用

については、文化財保護法に基づく埋蔵文化財の関係規定（届出及び通知）の取扱い

に関し、その弾力的な運用及び対象となる復旧工事の範囲（仮設住宅の建設等）につ

いて、文化庁から関係都道県教育委員会等に通知した。（３月２５日付け文化庁次長

通知）

また、東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについては、発掘

調査の範囲を限定するなど弾力的な取扱いを認めるとともに、事業の規模等に応じて

適切に取り扱うよう、文化庁から関係都県教育委員会等に通知した。（４月２８日付

け文化庁次長通知）

東日本大震災に伴う災害復旧事業で該当県市内の史跡名勝天然記念物の指定に係る

土地で行われるものについては、文化庁長官の許可を要しない「非常災害のために必

要な応急措置を執る場合」に当たるとし、その対象となる災害復旧事業の範囲につい

て、文化庁から関係都県教育委員会等に通知した。（３月２５日付け文化庁次長通知）
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６．長官による特別名勝松島等への視察

４月２８日から２９日にかけて、近藤文化庁長官が、特別名勝松島等の被害状況の

把握及び今後の支援のあり方等についての現地関係者との意見交換を目的として、宮

城県を視察した。特別名勝松島の指定地内における、新築建築物の建築制限の緩和に

ついては、個別に具体的な提案を受け、宮城県及び関係地元市町村と話し合う旨を伝

えた。

なお、長官による特別名勝松島等への視察についての新聞記事は、別紙２参照。

（参考）特別名勝松島の被害状況

（参考）視察の様子（平成２３年４月２８日～２９日）




















